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1999・3・20生活文化史第25号

時
、
幾
つ
か
の
歴
史
的
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
碑
名
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
武
庫
郡
誌
に
記
紋
さ
れ
て
い
る
要
約
の
通
り
背
木
村
の
百
矧
佐
兵

衛
(
法
号
が
貞
信
、
本
名
が
忠
祭
)
な
る
人
物
が
、
父
母
に
孝
養
を
尽
く
し
な

が
ら
も
倹
約
粗
食
し
困
窮
す
る
人
へ
供
す
る
な
ど
鰐
志
{
卓
と
し
て
の
活
動
も
行
っ

て
、
近
村
に
も
知
ら
れ
る
ほ
ど
の
人
望
が
あ
る
こ
と
か
ら
時
の
代
官

(当
時
行

木
村
は
幕
府
直
純
の
天
領
)
か
ら
銀
七
枚
の
褒
貨
を
受
け
、

一
方
佐
兵
術
は
怖

心
が
厚
く
念
働
行
者
徳
本
上
人
を
支
媛
、
ま
た
浄
璃
璃
を
学
ん
で
竹
本
岡
太
夫

の
舞
台
名
を
持
つ
ほ
ど
の
芸
達
の
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

そ
の
他
、
本
仰
か
ら
幾
つ
か
の
興
味
あ
る
刻
銘
に
気
付
く
、
そ
の

一
つ
は
第

三
而
の
剥
蹴
残
欠
の
刻
字
に
み
ら
れ
る
「
徳
本
上
人
」
の
文
字
で
、
こ
の
徳
本

ニ
で
ん

上
人
は
江
戸
時
代
中
則
の
著
明
な
念
仏
行
者
で
、
党
政

4
間
に
住
吉
呉
問
の
豪

商
で
あ
り
、
ま
た
文
人
で
も
あ
っ
た
吉
田
道
可
に
招
か
れ
て
赤
塚
山
に
庵
を
持

ち
、
修
験
の
修
業
を
す
る
と
と
も
に
、
名
号
念
仏
の
功
徳
を
一
説
い
て
い
る
。
と

く
に
徳
本
の
省
い
た
お
文
字
と
呼
ば
れ
る
六
字
名
号
(
南
無
阿
弥
陀
例
)
は
美

し
い
字
体
が
知
ら
れ
て
こ
れ
を
写
し
彫
り
し
た
石
絡
が
全
国
に
流
行
し
て
い
る
。

東
灘
区
内
で
は
住
吉
山
手
の
徳
本
寺
の
名
号
閥
、
他
に
御
影
町
郡
家
の
中
脱
毛

や
甲
南
大
学
東
の
光
明
寺
な
ど
、
さ
ら
に
速
く
は
長
野
普
光
寺
な
ど
徳
本
名
号

碑
は
各
所
に
い
ま
も
帥
附
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
碑
文
を
作
り
、
ま
た
刻
字
を

合
い
た
の
が
河
内
長
栄
寺
比
丘
と
あ
る
が
、
河
内
長
栄
等
は
現
在
京
大
阪
市
で

近
鉄
布
施
駅
の
東
北
に
位
置
す
る
が
、

こ
の
地
は
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
学
僧

ね
ん

』う

で
あ
る
慈
雲
師
者
飲
光

(一

七

一
八

t
一
八
O
凶
)
の
本
拠
で
教
学
制
三
7
1
と

も
伝
え
る
。
時
代
的
に
は
慈
雲
部
者
が
夫
折
し
た
の
が
文
化
元
年
で
あ
る
。
本

帥叶
の
援
、
書
し
た
拙

明

堂
と
云
う
比
丘
(
出
家
得
度
し
て
具
足
戒
を
受
け
た

卵
子
の
修
業
者
)
は
悲
の
怒
会
系
の
者
で
あ
う
っ
。

佐
兵
衛
が
竹
本
内
低
太
夫
に
ゆ

m附
を
，
守
び
、
竹
本
附
太
夫
の
妹
台
名
を
持

つ
事
実
に
つ
い
て
は
能
者
浅
学
で
知
見
を
み
な
い
が
、
い
ず
れ
機
会
を
み
て
別

査
し
て
見
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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1999・3・20生活文化史第25号

史
料
飢
刷
飢
民

史
料
に
読
む
深
江
の
歴
史
(
七
)

酒
造
勝
手
造
り
令
と
酒
株
の
変
遷

大

正

美

国

「
元
禄
十
丑
年
よ
り
酒
造
米
商
人
別
党
」
と
い
う
史
料
を
使

っ
て
、
前
号
で

近
世
前
期
の
灘
の
酒
造
業
を
概
観
し
た
。
前
号
で
述
べ
た
通
り
、

こ
の
史
料
は

①
元
禄
十
年
(
一
六
八
七
)
と
十
一
年
の
灘
地
方
酒
造
家

一
人
ず
つ
の
酒
造
米

両
と
酒
造
荷
役
き
上
げ
、

②
元
禄
十

一
年
か
ら
正
徳
五
年

二

七

一
五
)
ま
で

の
酒
造
統
制
、
③
茶
酒
造
家
の
冗
文
六
年

(一

六
六
七
)
、
延
宝
七
年
(
一
六

七
九
)
、
元
禄
」
l

年
、
正
徳
五
年
の
酒
造
高
と
い
う
三
郎
か
ら
な

っ
て
い
る
。

①
に
つ

い
て
は
前
号
で
分
析
し
、
③
に
つ
い
て
は
柏
木
学
氏
ら
に
よ
っ
て
詳
し

く
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
③
の
「
某
酒
造
家
」
を
総
定
し
、
こ

の
酒
造
家
の
酒
株
の
変
避
を
た
ど
り
な
が
ら
、
宝
府
四
年

(一

七
五
回
)
に
山

さ
れ
た
勝
手
逃
り
と
酒
造
株
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
史
料
に
は
以
下
の
よ

う
に
あ
る
。

一
寛
文
六
午
年
御
改
石
高
七
拾
石

一
延
宝
七
未
年
御
改
石
前
八
石
七
斗
五
円

一
元
禄
十
丑
年
御
改
石
市
扮
三
石

一
正
徳
五
米
年
御
改
石
町
凶
石
三
斗
三
升
三
合

右
、
青
山
大
脇
亮
様
臼
舎
上
申
候
御
帳
而
之
写

右
は
古
キ
書
物
故
紙
虫
つ
ず
り
わ
か
り
が
た
く
候
ニ
付

明
治
四
未
年
二
月
相
改
写

山
本
藤
兵
衛

す
な
わ
ち
、

こ
の
酒
造
家
は
冗
文
六
年

(一

六
六
六
)
に
は
酒
造
高
が
七
十

石
だ
っ
た
が
、
延
宝
七
年

(一

六
七
九
)
に
は
八
石
七
斗
五
升
と
八
分
の

一
に

内
三
石
新
酒

他
到
年
三
歩

地区 酒 造 寂 元得10 元栂"

今津 吉兵衛 19.0 14.0 

問 機左衛門 15.0 (10.0) 

同 次郎兵衡 13.0 (13.0) 

打 出 普左衛 門 45.0 30.0 

同 源左衛門 90.0 50.0 

芦庄 次右衛門 18.0 (18.0) 

三条 利 桑 衛 13.0 10.0 

深江 太郎兵衛 5.0 

東青木 仁 兵 衛 12.0 10.5 

小 路 九左衛門 5.0 

魚 崎 + 兵 衛 350.0 300.0 

同 弥右衛 門 来降 70.0 

間 次左衛門 100.0 (100.0) 

住吉 五郎左衛門 68.0 21.8 

同 (p左衛門 30.0 24.3 

問 lIi左衛門 15.0 7.0 

川原 三郎左衛門 12.0 7.0 

原 図 普 次 回 15.0 ヨ長t芋
品目‘ a晶司・ ・，

神戸 喜左衛 門 20.0 11. 0 

同 太田兵衛 28.0 13.5 

向 響右衛門 J.5 2.2 

同 普 次 郎 28.0 13.0 

ニ茶且 普兵衛 12.0 2.0 

問 三右衛門 25.0 8.0 

同 止q 仙 12.0 2.0 

同 伊左衛門 20.0 

元禄10年・ 11年の酒造石高

(米100に滴60の阜で算出。単位'"石)

な
り
、
元
禄
十
年
に
は
十
三
石
(
う
ち
三
石
が
新
酒
)
と
、
や
や
回
復
し
た
が
、

正
徳
五
年
に
は
凹
石
三
斗
三
升
三
合
に
ま
で
務
ち
込
ん
だ
。
「
元
禄
十
丑
年
よ

り
酒
造
米
高
人
別
党
」
か
ら
酒
造
高
を
ま
と
め
た
表
を
見
る
と
、
元
禄
十
年
に

酒
造
高
が
十
一ニ
石
な
の
は
、
今
津
村
次
郎
兵
衛
と
、
三
条
村
利
兵
術
の
二
人
し

か
い
な
い
。
前
号
で
論
じ
た
よ
う
に
、
元
禄
十

一
年
は
「
寅
年
ハ
御
法
度
故
何

方
と
も
新
酒
無
之
」
と
あ
っ
て
新
酒
は
造
ら
れ
ず
、
「
卦
年
(
一
冗
禄
十
年
)
新

酒
位
候
者
ハ
筑
年

(問
十

一
年
)
逃
砧
と
少
宛
相
述
有
」

、
す
な
わ
ち
元
禄
十

年
と
十

一
年
の
逃
高
の
差
は
新
酒
の
す
問
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
記
述
を
信
じ
る

な
ら
ば
、
こ
の
某
酒
造
家
は
十
三
石
の
う
ち
新
酒
三
石
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、

元
禄
十

一
年
に
は
、

十
石
に
減
っ
て

い
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
条
件
に
あ
う
の

は、

三
条
村
の
利
兵
衛
で
あ
る
。
三
条
村
の
淵
造
業
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

史
料

(小
阪
作
兵
衛
家
文
岱
)
が
あ
る
。

-6ー

酒
株
党

宜
主
大
午
年
制
改

一
酒

造

高

七

拾

石

元
時
十

H
q醐
改

一
向

拾

三
石



1999・3・20生活文化史第25号

正
龍
五
未
年
御
改

一

酒

造

高

四
石
=一
斗
三
升一
一一
合

右
之
株
私
所
持
罷
在
候
得
共
、
何
方
よ
り
譲
り
諮
候
哉
、
相
知
不
申
候
、

御
証
文
も
臨
御
座
候
、
先
年
関
口
直
右
衛
門
機
よ
り
御
上
様
御
帳
而
之
写
、

被
下
世
所
持
仕
伎
、
其
後
三
怖
仙
左
衛
門
機
御
役
之
時
節
、
貸
株
二
世
度

段
御
鋭
申
上
候
処
、
当
分
見
合
候
雌
伸
被
仰
付
候

珪
古
じ
米
句
伽
改

一
酒
造
問
八
石
七
斗
五
到

右
之
株
十
弐
年
以
前
亥
年
魚
崎
村
」1
兵
術
方
打
線
り
巾
候
、

右
之
通
相

述
臨
御
山
也
候
、
以
上

安
永
七
年
成
年
十

一
月

三
条
村

同
村
年
寄

同
断

久
兵
衛

L
H
-
L
rI
 

J
R
I
A
l
 

仁
兵
衛

長
兵
衛

御
奉
行
様

庄
屋

こ
の
久
兵
衛
の
株
高
が
前
掲
の
利
兵
衛
の
石
市
と
ぴ
っ
た
り

一
致
す
る
。
元

禄
十
年
に
利
兵
衛
の
も
っ
て
い
た
株
は
、
そ
っ
く
り
久
兵
衛
に
談
ら
れ
た
と
断

言
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
史
料
を
注
悲
し
て
読
む
と
、
党
文
六
年

元
禄
十
年
・
正
徳
五
年
の
石
高
と
、
延
宝
七
年
の
株
と
を
区
別
し
て

「右
之
株
」

と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
そ
し
て
延
宝
七
年
の
泊
併
は
十
二
年
前
の

亥
年
H
明
和
四
年
(
一
七
六
七
)

H
に
魚
崎
村
十
兵
衛
に
誠
っ
て
い
る
。
こ
の

区
別
は
い
さ
さ
か
奇
異
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
株
改
と
は
そ
の
時
々
の
酒
造
米

高
の
総
量
調
査
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
究
文
六
年
株
は
、
そ
れ
以
前
の

株
砧
と
は
関
係
な
く

「
累
年
造
来
候
只
数
」
、
す
な
わ
ち
前
年
の
実
際
の
酒
造

米
中
前
を
基
準
と
し
、
従
文
六
年
は
そ
の
半
分
と
決
め
た
も
の
で
あ
り
、
延
玄
七

年
の
改
高
も
、
同
八
年
に
「
浦
米
民
数
之
儀
、
去
年
之
半
分
」
と
す
る
減
限
令

が
出
て
定
め
ら
れ
た
株
高
で
あ
る
。
西
宮
郷
で
は
、
こ
れ
が
寛
文
六
年
株
高
の

八
分
の
一
に
相
当
し
た
と
い
う
か
ら
、
利
兵
衛
の
石
高
の
減
少
は
幕
府
の
酒
造

統
制
令
に
合
わ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
元
禄
十
年
の
株
は
、

同
十
五
年
に
十
年
、
十

一
年
の
酒
造
米
古
川
を
前
べ
て
定
め
た
こ
と
は
前
回
紹
介

し
た
通
り
で
あ
る
。
正
徳
五
年
は
「
元
椋
十
年
之
定
数
」
の
三
分
の

一
と
定
め

た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
利
兵
衛
の
石
苅
は
寛
文
六
年
七
十
石
、
延
{玉
七
年

八
石
七
斗
五
丹
、
元
禄
十
年
拾
三
石
、
同
十

一
年
十
石
、
正
徳
五
年
凶
石
三
斗

三
刊
三
合
と
変
遷
し
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
史
料
の
正
徳
五
年
に
「
但
畳

年

(元
禄
十
年
)
三
歩

こ

と

あ
る
注
釈
が
そ
れ
を
W
組
付
け
る
。

と
こ
ろ
が
明
和
年
間
の
「
酒
株
人
別
帳
」
(
凹
訓
幸
吉
家
文
書
)

に
よ
る
と
、

西
宮
の
加
茂
庭
九
兵
術
の
他
所
伯
株
に
=一
条
村
久
兵
衛
所
持
の

「
元
結
十
型
酒

株
」
l

三
石
」
が
あ
旬
、
同
五
年
か
ら
安
永
元
年
ま
で
偽
り
る
契
約
に
な

っ
て

い

る
。
魚
崎
村
十
兵
衛
に
説
ら
れ
た
株
と
は
別
の
林
が
あ
る
の
で
あ
る
。
明
和
四

年
に
魚
崎
村
イ
兵
衛
に
譲

っ
た
が
す
ぐ
買
い
戻
し
、

翌
年
か
ら
加
茂
屋
九
兵
衛

に
貸
し
た
と
考
、
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
石
高
が
述
、
7
上
、
安
水
七
年
の

酒
株
覚
に
そ
の
旨
の
記
載
が
な
い
か
ら
、
こ
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
。

さ
ら
に
党
政
三一年

l

(

一
七
九

こ

の
「
久
兵
衛
酒
造
家
願
書
」

(小
阪
家
文

書
)

に
よ
る
と
、
十
三
年
以
前
す
な
わ
ち
安
永
八
年
の
頃
か
ら
「
先
年
よ
り
所

持
」
の
三
株
で
岡
本
村
の
好
右
衛
門
の
居
宅
続
き
に
納
屋
蔵
を
建
て
、
出
造
り

を
始
め
た
と
あ
る
。
ま
た
、
党
政
十
三
年
に
大
庄
屋
に
差
し
出
し
た
「
三
条
村

酒
造
株
控
帳
」

(小
阪
家
文
書
)
に
は
村
全
体
の
株
高
と
し
て
、

7 

宜
主
ハ
午
年
御
改

一
酒

造

高

七

拾

石

株
ヨ三

久
兵
衛

一応
砧
!
日
年
御
改

一
間

拾

三
石

l司

/、

日
芭

vp本
年
制
改

一
酒

造

問

凶

石

三
斗
三
列
三
合

同

人
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と
だ
け
あ

っ
て
、
岡
本
村
の
好
右
衛
門
の
居
宅
続
き
の
納
屋
践
で
酒
造
を
行
っ

た
三
株
が
、
党
文
六
年
元
緑
十
年
正
徳
五
年
の
酒
造
測
の
石
高
を
指
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
久
兵
衛
は
四
度
の
制
査
を
受
け
た

一

株
を
、
四
株
と
し
て
申
告
し
、
明
和
凹
年
に

一
株
を
魚
崎
村
十
兵
衛
に
売
却
し
、

残
り
三
株
の
う
ち

一
株
を
西
宮
の
加
茂
屋
九
兵
術
に
明
和
五
年
か
ら
安
永
元
年

ま
で
五
年
間
貸
し
、
同
八
年
こ
ろ
か
ら
自
ら
士一
株
で
酒
造
を
営
ん
だ
の
で
あ
る
。

し
か
も
大
庄
屋
に
届
け
な
が
ら
、
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
こ
ん

な
事
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
{
王
暦
四
年

(
一
七
五
凹
)
に
米
価
低
落
で
酒
造

勝
手
造
り
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
十
字
保
の
改
輩
に
よ
る
年
貢
増

徴
、
新
聞
開
発
の
奨
励
で
米
が
余
り
米
側
が
低
洛
、
幕
府
は
こ
れ
ま
で
禁
止
し

て
い
た
新
酒
畷
造
も
含
め
て
、
元
禄
の
定
数
ま
で
は
醸
造
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
政
策
悲
調
の
中
で
、
酒
株
は
"
水
増
し
“
が
見
過
ご
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
そ
れ
が
意
図
的
な
も
の
だ

っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
通
uU
酒
造
株
は
酒
造
高
で
は
な
く
、
酒
造
米
高
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
元

禄
改
の
場
合
で
、
酒
造
米
高
百
石
に
対
し
、
酒
造
高
は
六
十
石
を
見
込
ん
で
お

り
、
水
明
し
を
段
大
限
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
酒
造
米
市
を
利
川
し
た
方
が
有

効
だ
か
ら
で
あ
る
。

水
憎
し
“

で
あ
る
以
上
、

正
規
の
鑑
札
が
あ
る
は
ず
は
な
く
、
と
う
し
て

貸
与
や
先
日
が
可
能
に
な

っ
た
の
か
疑
問
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
泊
逃
株
の
管

理
は
想
像
以
上
に
ず
さ
ん
で
、
餓
造
は
も
ち
ろ
ん
、
説
波
貸
与
ま
で
自
己
申

告
を
紬
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

久
兵
術
が
安
水
六
年
に
出
し
た

「救
済
銀
下
附
願
岱
」
(左
武
雄
家
文
信
)

に
よ
れ
ば
、
制
父
久
兵
術
と
父
親
久
兵
術
の
代
に
は
八
十
石
の
聞
州
を
持
ち
千

二
、
三
百
石
の
酒
造
業
を
営
ん
だ
が
、
父
親
の
代
に
江
戸
の
問
屋
の
倒
産
、
和

み
十
判
の
難
破
な
ど
が
相
次
ぎ
没
落
し
た
と
い
う
。
灘
地
方
が
発
展
則
を
迎
え
る

の
は

一
八
世
紀
後
半
以
降
で
、
久
兵
衛
は
灘
酒
造
業
が
本
格
的
な
発
展
を
見
る

前
の
有
力
酒
造
家
だ

っ
た
。
し
か
し
、

天
明
の
飢
餓
の
後
、
究
政
の
改
玲
を
逃

め
た
松
平
定
信
が
将
軍
補
佐
役
に
就
任
し
、
酒
造
制
限
の
た
め
天
明
八
年

(一

七
八
八
)
に
実
施
し
た
株
改
で
は
、
久
兵
衛
の
株
は
休
株
扱
い
さ
れ
た
。
久
兵

術
は
究
政
三
年
に
休
株
は
誤
り
と
訴
え
た
が
、
同
十
三
年
の
改
で
も
休
株
に
な
っ

て
い
る

(「
酒
造
株
控
帳
」
小
阪
家
文
書
)
。
千
二
、
三
百
石
も
の
酒
造
業
を
営

ん
だ
久
兵
衛
家
が
没
落
し
た
な
ら
深
江
の
酒
造
家
の
消
長
に
も
絡
む
だ
ろ
う
が
、

深
江
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

⑮ 

⑧ 

⑧ 

⑧ 

阪
神

・
淡
路
大
震
災
か
ら
早
四
年
が
経
ち
ま
し
た
。
復
興
が
よ
く
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
街
の
中
で
は
ま
だ
ま
だ
更
地
の
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
数

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
街
中
を
歩
い
て
い
て
気
が
付
く
の
は
、
以
前
あ
っ

た
お
地
蔵
さ
ん
な
ど
の
制
が
見
当
た
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

徹
去
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
配
っ
て
い
る
人
が
い
な
く
な
り
、
維
持
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
震
災
後
に
は
倒
壊
も
せ
ず
、
被
災
を
免
れ
て
い

た
も
の
も
、
町
並
み
が
再
建
さ
れ
始
め
る
と
逆
に
失
わ
れ
て
い

っ
た
も
の
も
見

ら
れ
ま
す
。
身
近
な
も
の
だ

っ
た
だ
け
に
、
い

つ
で
も
記
録
で
き
る
と
思
い
が

ち
で
す
が
、

や
は
り
で
き
る
と
き
に
訓
査
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
と

揃
感
す
る
こ
の
頃
で
す

。

(

望
月
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